
精進湖活性化協議会 入会・体験申込書 FAX 0555-72-0969
（精進湖活性化協議会 事務局 宛て）

１．会員情報（新規入会の方はすべてご記入ください）

記入日

（お客様）

受付日

（協議会）

／ ／ ／ ／

名前 ふりがな

TEL FAX

年齢
家族人数

（ペットを含む）

職業

（引退の場合は前
職）

住所 メールアドレス

精進湖活性化協議会は、精進湖への移住・交流を進めるために設立された協議会組織です。
精進湖の古民家の宿「渡辺邸」と駄菓子屋の改築宿「小林商店」の両方ご利用になれます。
ご利用のうちどなたか1人が会員になっていただければ、一度に何人でもご利用できます。
会員の有効期間は、1年間となります。
■入会費 ： １０，０００円（入会より１年間 有効）
■体験料金小学生以上 ： ２,０００円 （小学生未満 無料）

３．精進湖をお選びになった理由に関してお答えください。
□ 自然が豊か □ 首都圏からの距離が近い □ 買い物などに便利

２．体験希望日程

体験予定日 月 日 曜日 ～ 月 日 曜日

※チェックインは１４時、チェックアウトは１０時でお願いいたします。

４．現在考えている移住のタイプはどのようなことですか？

５．現在抱えている課題の詳しい内容についてお答えください。

□ 自宅の購入 □ 別荘の購入 □ 物件の賃貸

□ 空家の賃貸 □ ホテルや温泉旅館等

□ その他（ ）

〒４０１－０３０１
山梨県 都留群 富士河口湖町 船津１７００

精進湖活性化協議会 事務局
TEL（０５５５）－７２－１１２９ FAX1（ ０５５５）－７２－０９６９

１．空家に求めるものをお教えください

□ 自然が豊か □ 首都圏からの距離が近い □ 買い物などに便利

□ 見所が多い □ 気候がすごしやすい □ 病院などのインフラがある

□ 富士山が見える □ 湖がある □ イベント・祭りが多い

□ その他 （ ）

ご登録用紙に記載された個人情報は、精進湖 及び 富士河口湖の移住・交流情報の配信に使用されます。
法令で定める場合の他、お客様の承諾なしに他の目的に使用いたしません。


